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令和７ 年度あま く さ 高校生編集社 人材育成及び映像制作事業委託 

公募型プロ ポーザル実施説明書 
 

 次のと おり 公募型プロ ポーザルを行いま すので、 参加を 希望さ れる 方は、 必要な書類を 提出し

てく ださ い。  

 令和７ 年７ 月４ 日 

天草市長 馬場 昭治     

 

１ ． 実施の目的 

  高校生が取材・ 映像教育を 通し て、 探求的に天草で働く こ と の魅力（ 企業の魅力、 働き 方の

魅力、 住むこ と の魅力） の取材・ 撮影・ 編集を 通し て、 計画力・ 課題解決力・ 情報リ テラ シー

など 様々な学びを 得ながら 、 地元就職の促進や地元への愛着を はぐ く み、 さ ら には完成し た広

報物を 市がシティ プロ モーショ ン において活用する こ と で、 将来の地域の担い手確保や関係人

口の増加に繋げる こ と を目的と する 。  

 

２ ． 公募型プロ ポーザル方式の趣旨 

  本事業を 履行する には、 高校生に対する 人材育成及び天草で働く こ と の魅力を 効果的に発信

する ための高度な映像撮影技術・ 知識・ 見識・ 秘訣や蓄積さ れた実践経験が必要不可欠であり 、

かつ、 限ら れた期間での確実な事業遂行能力が求めら れる 。  

  そのため、 入札方式のよ う に単に金額によ る 選定ではなく 、 目的の達成のための品質担保や

助言・ 提案等が可能な業者を 公募し 、 本事業に最も 適し た業者選定が可能な公募型プロ ポーザ

ル方式を採用する も のである 。  

 

３ ． 事業概要 

（ １ ） 事業名 

   令和７ 年度あま く さ 高校生編集社 人材育成及び映像制作事業委託 

（ ２ ） 事業内容 

   別添「 令和７ 年度あま く さ 高校生編集社 人材育成及び映像制作事業委託仕様書」 のと おり  

（ ３ ） 履行期間 

   本契約締結の日から 令和８ 年３ 月３ １ 日ま でと し 、 期限ま でに完了検査を 受けなければな

ら ない。  

（ ４ ） 完成図書 

   完了届の他、 受講生を 対象と し た講義内容等の実績報告（ 印刷物及びデータ ） 及び映像制

作における 成果品（ データ ） を提出し なければなら ない。  

（ ５ ） 契約上限額 

   １ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税含む）  

 

４ ． 参加要件 

  本プロ ポーザルに参加でき る 者は次に掲げる 要件を全て満たす者と する 。  

（ １ ） 代表者及び契約締結代表者が、 競争入札に係る 契約を 締結する 能力を有し ない者及び破産 
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手続き 開始の決定を受けて復権を得ない者でないこ と 。  

（ ２ ） 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項の規定によ る 制

限を 受ける 者でないこ と 又は同条第２ 項の規定によ り 現に資格停止の処分を 受けていな

いこ と 。  

（ ３ ） 法人の場合は本店の所在地を、 個人事業主の場合は住所地を日本国内に有する こ と 。  

（ ４ ） 公告の日から 審査結果通知日の間ま でに、 次の①から ③を満たすこ と 。  

    ① 天草市物品購入等及び業務委託等契約に係る 指名停止等の措置要領（ 平成１ ８ 年公

告第１ ９ ７ 号） に基づく 指名停止を受けた者でないこ と 。  

    ② 会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号） に基づく 更生手続き 開始の申立てがなさ

れている 者でないこ と 。  

    ③ 民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号） に基づく 再生手続き 開始の申立てがなさ

れている 者でないこ と 。  

（ ５ ） 消費税及び地方消費税並びに本市と 直接取引を する 本店又は支店、 営業所等の所在地

の市税の滞納がない者。  

（ ６ ） 次の①～④に該当し ないこ と 。  

    ① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ２ 号）

第２ 条第５ 項に規定する 性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る 同条第１ ３ 項に規定

する 接客業務受託営業を営んでいる 者でないこ と 。  

    ② 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第２ 号に掲げる 者でないこ

と 。  

    ③ 政治活動又は宗教活動を行っていない者である こ と 。  

    ④ 前各号に掲げる 者の他、 趣旨や目的に照ら し 、 適当でないと 市長が判断し た者でな

いこ と 。  

  

５ ． 実施説明書・ 仕様書・ 参加表明等に対する 質問・ 回答 

    質問し よ う と する 者は、 様式７ 「 質問票」 に必要事項を 記載し 、 次のと おり 電子メ ール

及びＦ Ａ Ｘ で送信する こ と 。  

（ １ ） 受付場所 

     １ ４ の担当部署 

（ ２ ） 受付期間 

     令和７ 年７ 月４ 日（ 金） から 令和７ 年７ 月１ １ 日（ 金） 午後５ 時０ ０ 分ま で（ 必着）  

（ ３ ） 回答日 

     令和７ 年７ 月１ ４ 日（ 月）  

     ただし 、 早期にさ れた質問には随時回答する 。  

（ ４ ） 回答方法 

     電子メ ール及び市ホームページ掲載 

 

６ ． 参加表明 

    本プロ ポーザルへの参加を 希望する 場合は、 次のと おり 書類を 提出し 、 参加希望を 表明

する こ と 。  



3 

（ １ ） 提出書類及び部数 

  ① 様式１ 「 プロ ポーザル参加表明書」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 部 

  ② 様式２ 「 事業者の概要」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 部 

  ③ 様式３ 「 業務実績調書」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 部 

   ※ 記載し た内容が確認でき る 書類（ 契約書の写し 等） を添付する こ と 。  

  ④ 様式４ 「 業務の実施体制」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 部 

  ⑤ 様式５ －１ 「 配置予定技術者調書（ 管理技術者） 」 ・ ・ ・ １ 部 

  ⑥ 様式５ －２ 「 配置予定技術者調書（ 担当技術者） 」 ・ ・ ・ １ 部 

  ⑦ 「 企画の概要が分かる 書類」 （ 様式は自由） ・ ・ ・ ・ １ 部 

  ⑧ 見積書（ 様式は自由） ・ ・ ・ ・ １ 部 

  

（ ２ ） 提出期限 

   令和７ 年７ 月１ ４ 日（ 金） 午後５ 時０ ０ 分ま で（ 必着）  

   ※ 提出期限後に参加表明書等が到着し た場合は、 参加表明は無効と する 。  

（ ３ ） 提出場所 

   １ ４ の担当部署 

（ ４ ） 提出方法 

   持参又は郵送 

（ ５ ） 参加表明の審査及び技術提案書の提出要請等 

  ① 本市職員の中から 選任する 「 令和７ 年度あま く さ 高校生編集社 人材育成及び映像制作事

業選定委員会（ 以下「 選定委員会」 と いう 。 ） 」 によ る 参加表明書等の次のア及びイ の評

価並びに「 天草市物品購入等契約に係る 指名基準」 に則し 、 技術提案書の提出者を ３ ～５

者程度選定する 。 選定さ れた者には技術提案書の提出要請書を 送付し 、 技術提案書の提出

を求める も のと する 。  

   ア 知識及び技術力 

    Ａ  企業概要及び過去３ 年間の事業実績 

    Ｂ  管理技術者及び担当技術者の経験年数及び事業実績 

   イ  事業の実行力 

    Ａ  実施体制の妥当性 

    Ｂ  事業実績の状況 

    Ｃ  管理技術者及び担当技術者の手持ち業務の状況 

  ② 参加表明書を 提出し た者のう ち技術提案書の提出者と し て選定し なかっ た者には、 選定

し なかっ た旨及び選定し なかっ た理由（ 以下「 非選定理由」 と いう 。 ） を 書面によ り 通知

する 。  

  ③ ②によ る 通知を 受けた者は、 通知を し た日の翌日から 起算し て７ 日以内（ 土・ 日・ 祝日

を除く ） に、 書面によ り 非選定理由について説明を 求める こ と ができ る 。  

  ④ ③によ り 説明を 求めら れた場合、 本市は説明を 求める こ と ができ る 最終日の翌日から 起

算し て１ ０ 日以内に、 書面によ り 回答する 。  

（ ６ ） 本市競争入札参加資格 

   本プロ ポーザルに参加を 希望する 者で、 本市の競争入札参加資格を 有し ていない者は、 令



4 

和７ 年７ 月１ ４ 日（ 月） ま でに、 本市のホーム ページに掲載し ている 「 天草市入札参加資格

審査申請シス テム 」 に指名競争入札（ 見積） 参加資格審査に必要な事項の入力及び所定の書

類データ を 添付する こ と で資格審査の申請を 行い、 契約の締結日ま でに当該資格の認定を 受

けなければなら ない。  

   ・ 問い合わせ先 天草市総務部契約検査課物品契約係 

           電話 0969-23-1111 

 

７ ． 技術提案書等の提出 

（ １ ） 提出期限 

   令和７ 年８ 月１ ５ 日（ 金） 午後５ 時０ ０ 分ま で（ 必着）  

（ ２ ） 提出場所 

   １ ４ の担当部署 

（ ３ ） 提出方法 

   持参ま たは郵送（ 配達日時及び配達さ れたこ と を証明でき る 方法と する 。 ）  

（ ４ ） 提出書類及び部数 

  ① 様式６ 「 技術提案書」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 正本１ 部、 副本５ 部 

  ② 提案書（ 様式は自由） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ 部 

  ③ 工程表（ 様式は自由） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ 部 

  ④ 見積書（ 様式は自由） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 各正本１ 部、 副本５ 部 

    ※見積書に記載する 見積額には、 消費税及び地方消費税相当額は含ま ないこ と 。  

（ ５ ） 技術提案書に係る 質問の受付・ 回答 

  ① 受付期間 

    令和７ 年７ 月１ ６ 日（ 水） ～同年７ 月３ ０ 日（ 水） 午後５ 時ま で（ 必着）  

  ② 質問方法 

    １ ４ の担当部署への電子メ ール及びＦ Ａ Ｘ にて質問する こ と  

  ③ 質問様式 

    様式７ 「 質問書」 を 用いる こ と  

  ④ 回 答 日 

    令和７ 年７ 月３ １ 日（ 木）  

    ただし 、 早期にさ れた質問には随時回答する 。  

  ⑤ 回答方法 

    電子メ ール及び市ホームページ掲載 

 

８ ． 技術提案の審査項目及び評価基準 

  技術提案書を 提出し た者の中から 、 プレ ゼンテーショ ンによ り 人材育成から 映像制作ま で幅

広く 審査を 実施し 、 本事業に最適な技術提案を 特定する も のと する 。 なお、 プレ ゼンテーショ

ンは、 必ず１ 人は対面で実施する こ と 。  

  プレ ゼンテーショ ンの実施日程と 審査項目及び評価基準は次のと おり と する 。  

（ １ ） 実施日程 

   令和７ 年８ 月１ ８ 日（ 月） ～同年８ 月２ ２ 日（ 金） 各日午前９ 時～午後４ 時ま で 
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（ ２ ） 実施時間 

   １ 業者当たり １ 時間以内（ 質問時間含む）  

（ ３ ） 日時の通知 

   技術提案書の提出者へ別途通知 

（ ４ ） 審査項目及び評価基準 

   別紙「 評価基準」 のと おり  

（ ５ ） 欠格事項 

   審査委員全員の合計点数が、 あら かじ め定めた最低基準点に満たない場合は欠格と する 。  

（ ６ ） 見積書によ る 評価 

  ① 技術提案書の審査結果によ り 同点と なっ た場合は、 見積金額の合計が低い提案者を 上位

と する 。  

  ② 人材育成及び映像制作に関する 提案は、 内容と 金額を総合的に評価する 。  

（ ７ ） 契約候補者の選定 

  ① 提出さ れた技術提案書等を審査し た結果、 最も 優れている 提案者を契約候補者と し て選

定し 、 契約締結に向けた手続き を行う 。  

  ② 契約候補者と 契約締結に至ら なかっ た場合は、 次順位の者を 新たな契約候補者と し て手

続き を 行う も のと する 。 契約候補者が契約の相手方と し て決定さ れる 前に指名停止（ 本市

の競争入札参加資格を 有し ない者にあっ ては、 指名停止の措置要件に該当する 行為を 行っ

ていたと き 。 ） 又は契約締結前に排除措置を受けた場合も 同様と する 。  

  ③ 提案者が１ 者であっ ても 本プロ ポーザルは成立する も のと する が、 審査の結果、 （ ５ ）

の欠格事項に該当し た場合は、 契約候補者と し て選定し ない。  

 

９ ． 審査結果の通知及び公表 

（ １ ） 全提案者の順位と 点数は市ホーム ページにおいて公表する と と も に、 技術提案書を 特定し

た者にはその旨を、 特定し なかった者にはその旨と 理由を書面で通知する 。  

（ ２ ） 前項において契約候補者に選定さ れなかっ た者は、 通知を 受けた日の翌日から 起算し て７  

日（ 土・ 日・ 祝日を 除く ） 以内に、 当該提案者が契約候補者に選定さ れなかっ た理由（ 以下

「 契約候補非選定理由」 と いう 。 ） について、 書面によ り 次のと おり 説明を 求める こ と がで

き る 。  

  ① 様式は自由と する  

  ② 受付場所は１ ４ の担当部署 

  ③ 受付時間は午前９ 時から 午後５ 時ま で（ 正午から 午後１ 時ま でを除く ）  

（ ３ ） 前項によ り 説明を 求めら れた場合、 本市はその説明を 求める こ と ができ る 最終日の翌日か

ら 起算し て１ ０ 日以内に、 説明を求めた者に対し 書面にて回答する 。 なお、 書面にて回答し

た後においては、 再度の契約候補非選定理由の説明請求は受け付けない。  

 

１ ０ ． 契約 

（ １ ） 締結 

   受託候補者と 当該委託業務について協議を 行い、 内容について合意の上、 当該委託業務の

仕様書を 作成する も のと し 、 その仕様書に基づく 見積書を 徴収し 、 随意契約の方法によ り 契
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約を締結する 。  

（ ２ ） 契約保証金の納付義務 

   有。 ただし 、 天草市契約規則第２ ０ 条の規定に該当する 場合は免除する 。  

（ ３ ） 契約書作成の可否  作成を要する 。  

（ ４ ） 支 払 条 件   後払いと する 。  

 

１ １ ． 無効と なる 提案等 

（ １ ） 次に該当する 提案は無効と する 。  

  ① 本説明書に示し た参加資格を有し ない者のし た提案 

  ② 技術提案書等に虚偽の記載をし た者の提案 

  ③ 本説明書に示し た技術提案書等の作成及び提出に関する 条件に違反し た提案 

  ④ 見積金額が３ の（ ５ ） における 契約上限金額を超える 提案 

  ⑤ 審査の公平性に影響を与える 行為をし た者の提案 

（ ２ ） 参加資格がある こ と を 確認さ れた者であっ ても 、 契約候補者選定ま での間に参加資格を 有

し ないこ と と なった者は、 参加資格を 有し ない者に該当する 。  

 

１ ２ ． その他留意事項 

（ １ ） 参加表明書及び技術提案書等の作成等の提案に関し て必要と なる 一切の費用は、 提案者の

負担と する 。  

（ ２ ） 手続き において使用する 言語は日本語と し 、 通貨は日本国通貨に限る 。  

（ ３ ） 本プロ ポーザルの提案者が本市から 受領し た書類は、 本市の了解なく 公表又は使用し ては

なら ない。  

（ ４ ） １ 者に付き 提案は１ つと し 、 複数の提案はでき ない。  

（ ５ ） 契約内容の履行にあたり 、 技術提案書に記載し た実施体制の変更は原則と し て認めない。

ただし 、 担当者については、 実務経験が同等以上と 本市が認める 場合はこ の限り でない。  

（ ６ ） 技術提案書等の提出後に辞退する 場合は、 必ず書面によ り 届け出る も のと する 。  

（ ７ ） 技術提案書等の提出後、 本市が必要と 認める 場合は、 追加書類の提出を 求める こ と がある 。  

（ ８ ） 著作権は提案者に帰属する 。 ただし 、 天草市情報公開条例に基づく 情報公開請求の対象と

なる ほか、 公表等が特に必要と 認めら れる 場合は、 本市は技術提案書等の全部又は一部を 無

償で使用でき る も のと する 。  

（ ９ ） 提出さ れた技術提案書等は、 本プロ ポーザルにおける 契約候補者の選定以外の目的では使

用し ない。  

（ １ ０ ） 提出さ れた書類は返却し ない。  

（ １ １ ） 技術提案において第三者の著作権その他権利を 侵害し ていないこ と を 保証し なければな

ら ない。 技術提案に含ま れる 著作権・ 特許権など 日本国の法令に基づいて保護さ れる 第三者

の権利の対象と なっている も のを使用し た結果生じ た責任は、 提案者が負う 。  
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１ ３ ． ス ケジュ ール 

  本プロ ポーザルの実施ス ケジュ ールは次のと おり と する 。  

実施内容 実施期間又は期日 

参 加 表 明 書 の 提 出 
令和７ 年７ 月４ 日（ 金） から  

令和７ 年７ 月１ ４ 日（ 月） ま で 

参加表明書審査結果通知及び 

技 術 提 案 書 提 出 要 請 
令和７ 年７ 月１ ６ 日（ 水）  

技 術 提 案 書 の 提 出 
技術提案書提出要請日から  

令和７ 年８ 月１ ５ 日（ 金） ま で 

技 術 提 案 書 審 査 結 果 の 通 知 令和７ 年８ 月２ ５ 日（ 月）  ※予定 

契 約 締 結 令和７ 年９ 月５ 日（ 金）  ※予定 

 

１ ４ ． 担当部署 

  天草市役所 経済部 産業政策課 産業政策係 

  〒863-8631 熊本県天草市東浜町８ 番１ 号 

  TEL 0969-32-6786（ 直通）   FAX 0969-24-3501（ 共用）  

  E-mai l ： sangyo@ci t y. amakusa. l g. j p 



配点

実現可能な業務体制と なっている か。
/5

高校生の学業や生活に配慮し た柔軟なス ケジュ ール設定が可能か。
/5

市内に事業所を有する か。
/5

過去に類似の事業を実施し た実績がある か。
/10

担当者は過去に講師の経験があり 、 映像制作に必要な技術やト レ ン
ド 等の専門知識を 十分に有し ている か。 /10

高校生が問題なく 理解でき る 企画内容（ 講義内容） であり 、 高校生
が興味を持ち続けら れる 工夫がある か。 /10

講義形式と 実践形式のバラ ンス がと れている か。
/5

対応可能なチーム数・ 受講者数の上限はど の程度か。
/5

対応可能な取材先の上限はど の程度か。
/5

撮影場所の選定、 許可取得がス ムーズで、 必要な手続き が明確化さ
れている か。 /5
講師の意見だけではなく 、 受講者の意見を取り 入れる 仕組みがある
か。 /5

受講者に対する 講評、 フ ィ ード バッ ク はど のよ う に行う か。
/5

制作活動における リ ス ク 管理が明確化さ れている か。 /5

ス マート フォ ン以外の撮影用機材の貸し 出し は可能か。 /5

編集用機材の貸し 出し は可能か。 /5

UI Jタ ーンの促進およ びシティ プロ モーショ ンと し て利用価値の高
い映像の完成が見込ま れる か /10

制作さ れた映像を 用いて、 受託者が本市のプロ モーショ ンに寄与す
る 活動を行う こ と ができ る か。 /10

価格評価
/10

/120

⑩　 特別提案

⑪　 見積金額

合　 　 　 　 計

別紙「 評価基準」

審査項目

①　 実施体制

③　 企画提案

②　 実績


